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令和７年度 第５回 松阪市入札等監視委員会 議事録 

 

開 催 日 時 令和 8年 3月 24日（火） 午後 2時 50分～午後 3時 50分 

開 催 場 所 入札室 

 

 

 

出 席 者 

 

委 員 長  楠井 嘉行 （三重大学学長顧問/弁護士/博士(医学)） 

委  員  鏡 大介  （税理士） 

委  員  古川 万  （三重県建設技術センター常務理事/一級建

築士） 

委  員  真弓 明光 （三重県下水道公社理事長） 

 

事 務 局 

契約・検査担当参事 野邉   検査指導係長 稲森      

契約監理課長    池内   契約担当主幹 長﨑 

調達係長      藤本    

検査指導担当主幹  家城          

議  題 議題１ 

入札及び契約の状況報告（令和８年１月から３月分） 

・工事の発注状況について 

議題２ 

 抽出事案の審議（真弓委員） 

議題３ 

 随意契約に係る意見聴取について 

 

 

委  員 事務局 

●入札及び契約の状況報告 

・入札及び契約の状況報告として、今期 1 月

から 3 月までの工事発注状況について事務局

より説明されたい。 

 

 

 

 

・工事の発注状況について 

第 4 四半期の入札件数は、総計 37 件。内訳と

して工事が 36件、委託が 1 件。契約金額は、

総計 13 億 9,775 万 5,700円で、そのうち工事

が 13億 9,386万 1,700円、委託が 292万 6,100

円。平均落札率は、全体で 89.31％、工事

89.70％、委託 75.14％。平均参加者数は、全

体で 14.2社、工事 14.5社、委託 5社。 

 

・指名停止措置の運用状況について 

 この四半期における指名停止は 7件。 

① ジェイアール東海コンサルタンツ株式会

社 
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公正取引委員会は、特定跨線橋点検等業務

の入札等の参加業者及び東海旅客鉄道株式

会社が、独占禁止法第３条（不当な取引制限

の禁止）の規定に違反する行為を行っていた

として、排除措置命令及び課徴金納付命令を

行ったことを令和 7 年 12 月 19 日に発表し

た。 

  これにより、令和 8 年 1 月 19 日～令和 8

年 2 月 18 日の１ヶ月間の指名停止の措置を

行った。 

② 株式会社トーニチコンサルタント 中部

支社 

公正取引委員会は、特定跨線橋点検等業務

の入札等の参加業者及び東海旅客鉄道株式

会社が、独占禁止法第３条（不当な取引制限

の禁止）の規定に違反する行為を行っていた

として、排除措置命令及び課徴金納付命令を

行ったことを令和 7 年 12 月 19 日に発表し

た。 

  これにより、令和 8 年 1 月 19 日～令和 8

年 2 月 18日の 1ヶ月間の指名停止の措置を

行った。 

③ 大日コンサルタント株式会社 三重事務

所 

公正取引委員会は、特定跨線橋点検等業務

の入札等の参加業者及び東海旅客鉄道株式

会社が、独占禁止法第３条（不当な取引制限

の禁止）の規定に違反する行為を行っていた

として、排除措置命令及び課徴金納付命令を

行ったことを令和 7 年 12 月 19 日に発表し

た。 

  これにより、令和 8 年 1 月 19 日～令和 8

年 2 月 18日の 1ヶ月間の指名停止の措置を

行った。 

④ 丸栄調査設計株式会社 

公正取引委員会は、特定跨線橋点検等業務

の入札等の参加業者及び東海旅客鉄道株式
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会社が、独占禁止法第３条（不当な取引制限

の禁止）の規定に違反する行為を行っていた

として、排除措置命令及び課徴金納付命令を

行ったことを令和 7 年 12 月 19 日に発表し

た。 

  これにより、令和 8 年 1 月 19 日～令和 8

年 3 月 18日の 2ヶ月間の指名停止の措置を

行った。 

⑤ 東部建設株式会社 

本市上水道建設課発注の「第 7-5号小阿坂

町配水管布設替工事」の現場において、令 7

年 11月 28日午後 4時 30分頃に、移動式ク

レーンの運転業務の特別教育を受けていな

い下請作業員が、管材（ダクタイル鋳鉄管）

の吊り込み作業を行なっていたところ、管材

が前後に振れてしまい、バックホウの運転席

に管材が入り込み、この運転をしていた下請

作業員と接触し負傷する事故が発生した。 

このことについて、松阪労働基準監督署よ

り、労働安全衛生法第 29条第 1 項に違反し

たとして、是正勧告書が出された。 

  これにより、令和 8 年 1 月 22 日～令和 8

年 2 月 21日の 1ヶ月間の指名停止の措置を

行った。 

⑥ 株式会社大藪水道 

本市上水道建設課発注の「第 7-5号小阿坂

町配水管布設替工事」の現場において、令 7

年 11月 28日午後 4時 30分頃に、移動式ク

レーンの運転業務の特別教育を受けていな

い下請作業員が、管材（ダクタイル鋳鉄管）

の吊り込み作業を行なっていたところ、管材

が前後に振れてしまい、バックホウの運転席

に管材が入り込み、この運転をしていた下請

作業員と接触し負傷する事故が発生した。 

このことについて、松阪労働基準監督署よ

り、労働安全衛生法第 29条第 1 項に違反し

たとして、是正勧告書が出された。 
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  これにより、令和 8 年 1 月 22 日～令和 8

年 2 月 21 日の１ヶ月間の指名停止の措置を

行った。 

⑦ 株式会社共同商会 

本市教育総務課が令和 6 年度に発注した

「中学校受水槽・高置水槽点検及び清掃等業

務委託」および「小学校受水槽・高置水槽点

検及び清掃等業務委託」を受注したが、その

業務において水質検査報告書を改ざんした

として、令和 8 年 1 月 6 日に有印私文書偽

造・同行使の罪で元役員が起訴されました。 

  これにより、令和 8 年 1 月 9 日～令和 8

年 5月 8日の 4か月間の指名停止の措置を行

った。 

 

●抽出事案の審議（真弓委員抽出） 

この四半期における入札参加者が少数とな

った案件などについて確認したい。事務局に

説明をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抽出事案を説明させていただく。 

まず、土木一式工事今期は 18 件、全てが最

低制限価格と同額での応札額で、「電子くじ」

にて落札者を決定しております。 

入札参加者数も概ね 10 社以上あり競争性は

働いたものと考える。 

そのなかでもまず、公告番号 285「山添上川線

道路改良工事(その 2)」資料 3は 1ページは「イ

ンセンティブ型」で発注を行っております。入

札可能業者は 5 社であったが、結果として 2

社の参加となった。 

 公告番号 299「松阪市新最終処分場施設整備

工事(浸出水調整槽 他)」資料 3 は 2 ページは

発注基準 土木一式 H等級（市内・準市内：900

点以上、JV 県内業者：1200 点以上、市内業者

830点以上）で、入札参加申請は 5 社あったが、

2 社辞退し、3 社が入札、1 社が予定価格超過

により入札無効となり、最低制限価格に 2社が

応札、電子くじで落札者を決定。 

 続いて、建築一式工事今期は 3 件。 

1件を除き 5社以上の参加があり、最低制限
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価格付近での応札で競争性は働いているもの

と考える。 

公告番号 295「新八田ポンプ場ポンプ棟築造

工事」資料 3 は 3 ページは、発注基準 建築一

式 D等級（市内・準市内：750点以上、JV県内

業者：700点以上、市内業者 650点以上）で入

札参加者は少数であるが、最低制限価格付近で

の応札で競争性は働いているものと考える。 

舗装工事は今期 13件。 

13 件全てが最低制限価格と同額での応札額

であり、「電子くじ」にて落札者を決定してお

り、競争性は働いているものと考える。 

その中でも公告番号 303「小阿坂久米線舗装

改良工事」資料 3 は 4 ページは、「インセンテ

ィブ型」で発注を行っており、入札可能業者は

6社でうち、5社の参加となった。 

電気工事は今期１件。 

公告番号 292「第 7-104号第一水源地外 3施

設水質計器更新工事」資料 3は 5ページは最低

制限価格での応札あり、競争性は働いているも

のと考えている。なお、入札参加条件は地域条

件を全国まで広げ、電気工事の資格総合点数が

750点以上の特定建設業許可業者であり、過去

15 年以内に、公共工事（水道事業、簡易水道

事業又は水道用水供給事業に係るもの）で、同

規模（設計額の 50％）以上の電気計装設備工

事を元請けとして履行した実績を求めた。 

塗装工事は今期 1件。 

最低制限価格付近での応札が多数あり、最低

制限価格で落札者を決定した 

 

次に測量、建設コンサルタント関係の報告。 

地質調査は今期１件、最低制限価格付近での

応札で競争性は働いているものと考える。 
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・それでは、私からの抽出案件として何点か

注目しましたので確認していきたい。 

 

山添上川（うえかわ）線道路改良工事（そ

の 2） 

インセンティブ入札の案件だが、地域が本

庁管内で入札可能業者が 5 社あるということ

である程度競争性は確保できていると考える

が、業者数の少ないと思われる三雲・嬉野管

内や飯南・飯高管内で同額程度の入札をした

場合、入札可能業者は何社あるのか？ 

 

今回のようにインセンティブ入札で地域に

よって入札参加が制約されていることは、イ

ンセンティブの趣旨を鑑みると良いとは言え

ず、参加基準等の要件を見直してもいいので

はないか。 

 

松阪市新最終処分場施設整備工事（浸出水

調整槽他） 

 

無効があったのは金額が合わなかったため

と想定されるが、設計金額の積算は国の基準

でしているにもかかわらず、無効札が開きが

あるのはどこに要因があるのか？ 

 

 

 

 

 

 

最低制限価格は上限 92％としているが上限

がなければ何％となるのか？ 

県では最低制限価格の上限は定めていない

が、適正な履行を確保するといった最低制限

価格の主旨から言えば上限はなくてもいいの

ではないか。 

 

 

 

 

 

今工事の設計金額で他地域に当てはめた場

合、三雲・嬉野管内だと地域指定型（三雲・嬉

野管内）のＡ等級（総合点数 850点未満）とな

り、1者が対象となる。地域指定型（飯南・飯

高管内）ではＢ等級（総合点数 550点以上）と

なり、1者が対象となる。 

 

工事成績がよくても地域により参加ができ

ないことは、業者のモチベーションにも関わっ

てくることも考えられ、また、競争性確保の観

点からも、土木一式工事の地域指定型について

は参加条件の検討を行いたい。 

 

 

 

 

本工事の積算では、主に資材価格や労務費等

の物価変動の影響を直接受ける直接工事費及

び共通仮設費については、国土交通省の算定基

準を用いて積算しており、現場管理費と一般管

理費については、環境省の「循環型社会形成推

進交付金交付取扱要領」に基づき積算をしてい

る。国が定めた基準に基づき積算していること

から、設計金額については適正であったと考え

ている。 

 

最低制限価格の上限がなければ 93.22％と

なり、約 873円高くなる。 

三重県は最低制限価格の算出についても公

契連モデルを上回り、最低制限価格の上限拘束

も撤廃し、より地域業者への対応が進んでいる

と認識している。松阪市で同様の対応ができる
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市の契約規則を変えるのは困難と思われる

が、県は会計規則の上限の 92％はそのままで

として、別途、建設工事執行規則で会計規則

の特例として上限は設けていないので参考に

されたい。 

 

新八田ポンプ場棟築造工事 

 

参加者が少ない要因として技術者の配置が

できないことが想定される。必要以上に技術

者を拘束しないようすべきと考えるが、いつ

の時点から技術者が拘束されるのか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考に県は公告時に主任技術者等の配置可

否確認時期を定め事後審査で確認している。

配置可否確認時期については 技術者を求め

る場合は開札日、技術者を求めない場合は契

約日、議会案件では本契約日となっている。 

 

かというと財政部局の承認等、乗り越えなけれ

ばならない課題が多いが、三重県や他市町の動

向を注視しつつ、取り組んでいかければならな

いと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計金額が建設業法で専任を求める金額

4500万円（建築一式 9000万円）以上となった

場合には発注公告の技術者条件として、主任技

術者又は監理技術者の専任配置を求め、入札参

加申請時に配置予定技術者調書の提出が必要

となる。提出時に記載される技術者は参加申請

時に他工事に従事していない必要があり、入札

参加申請時から開札時（契約時）まで拘束され

ることになり、契約に議会の議決が必要となる

1 億 5000 万円以上の工事については議会議決

までの長期間、拘束されることになる。 

 

専任が必要となる工事において、たびたび業

者から契約時からの配置を求められており、技

術者不足対策の一環として、配置予定技術者に

ついて事後の審査とすることを検討したい。 

 

 

●随意契約締結に係る意見聴取について                                    

 

 

 

 

 

 

 1月から 3月分については 5件、令和 8年度

当初予算に関するものは 41件、新規案件に

ついて重点的に説明する。 

（・・・新規案件のみ記載・・・） 
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委員会としての意見 

・随意契約としての要件は充たしており、や

むを得ないものと考えるが、契約金額の妥当

性は十分検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

委員会としての意見 

・随意契約としての要件は充たしており、や

むを得ないものと考えるが、契約金額の妥当

性は十分検討されたい。 

① 溝端･垣鼻ポンプ場施設整備工事  

溝端ポンプ場及び垣鼻ポンプ場は、垣鼻町地

内に集水した雨水を名古須川へ排水する雨水

の排水ポンプ施設で、溝端ポンプ場は平成 8 

年度にφ300 ミリの水中ポンプを 2 基設置し

て供用を開始し、平成 27 年度にφ200 ミリの

水中ポンプを増設しており、垣鼻ポンプ場は、

昭和 54 年度にφ300 ミリの水中ポンプを 1 

基設置して供用を開始し、平成 4 年度にφ300 

ミリの水中ポンプを 2 基増設している。 

それぞれ平成 21 年度に分解整備を行って

いるが、10 年以上経過し、腐食や摩耗等が進

行している状況であることから、機能の維持を

図るため、溝端ポンプ場は平成 8 年度に設置

されたφ300 のポンプを 2 基、垣鼻ポンプ場

は昭和 54 年度に設置されたφ300 のポンプ 1 

基の更新を行う。 

本工事は、ポンプ設備の取替を行うものであ

り、既存施設の構造及び機能を熟知し既存設備

との適合した機器部品等を特定すること、その

機器部品等の調達が容易にできることが必要

不可欠な条件となる。 

株式会社鶴見製作所は既存ポンプ設置業者

で、これまで当該設備全般の機器の診断や点

検、修繕にも携わっていることから、ポンプ設

備の取替に確実な対応が可能である唯一の事

業者であり、施工完了後の維持管理についても

既存設備と一括してメンテナンス管理ができ

ることから責任の所在の明確化が図ることが

できる。 

以上のことから「株式会社鶴見製作所 中部

支店」と随意契約をした。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

② 築港ポンプ場施設整備工事 

築港ポンプ場は、大口町地内に集水した雨水

を金剛川へ排水する雨水の排水ポンプ施設で、

平成 6 年度にφ300 ミリの水中ポンプを設置
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

委員会としての意見 

・随意契約としての要件は充たしており、や

むを得ないものと考えるが、契約金額の妥当

性は十分検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し供用を開始し、平成 19 年度に分解整備を行

っているが、10 年以上経過し、腐食や摩耗等

が進行している状況であることから、機能の維

持を図るため排水ポンプの更新を行う。 

本工事は、ポンプ設備の取替を行うものであ

り、既存施設の構造及び機能を熟知し既存設備

との適合した機器部品等を特定すること、その

機器部品等の調達が容易にできることが必要

不可欠な条件となる。 

石垣メンテナンス株式会社は既存ポンプ設

置業者で、これまで当該設備全般の機器の診断

や点検、修繕にも携わっていることから、ポン

プ設備の取替に確実な対応が可能である唯一

の事業者であり、施工完了後の維持管理につい

ても既存設備と一括してメンテナンス管理が

できることから責任の所在の明確化が図るこ

とができる。 

以上のことから「石垣メンテナンス株式会

社」と随意契約をした。。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

③ 沖スポンプ場（No.1エンジン）点検整備工

事  

上下水道部で管理する宮町ポンプ場、大口ポ

ンプ場、沖スポンプ場、外五曲排水機場、中川

西部排水機場、中川東部排水機場はポンプ運転

ができるように、日常のメンテナンス作業と定

期的な機械設備の分解整備点検を行っている。 

今回整備を行うポンプ設備のエンジンはヤ

ンマー製であり、県内においてヤンマーから保

守点検整備に関する施工体制や品質管理が構

築されている会社として認められているのは、

特約店である松岡産業株式会社のみである。 

松岡産業株式会社は既存エンジン設置業者

で、これまで当該設備全般の機器の診断や点

検、修繕にも携わっていることから、エンジン

設備の点検工事に確実な対応が可能である唯

一の事業者であり、施工完了後の維持管理につ
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委員会としての意見 

・随意契約としての要件は充たしており、や

むを得ないものと考える。 

 

いても既存設備と一括してメンテナンス管理

ができることから責任の所在の明確化が図る

ことができる。 

以上のことから「松岡産業株式会社」と随意

契約をした。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

④ 松阪市立小中学校体育館空調設備整備事

業におけるアドバイザリー業務委託  

令和 7 年 2 月に日本工営都市空間株式会社

と「松阪市立小中学校屋内運動場空調設備整備

事業における発注支援業務委託」を契約締結

し、今後予定する実施方針等の公告に向けて要

求水準書や事業契約書(案)を作成中である。今

後、空調整備の事業者を決定する事業審査委員

会の開催や工事施工後に工事内容を確認する

モニタリング等が必要となることから、アドバ

イザリー業務を委託し専門的知見を有する事

業者の支援を受ける必要がある。 

過去 15 年間で国、地方公共団体発注で空調

設備整備に関する業務及び公共施設整備（PFI

又は DB 事業等）の発注支援業務またはアドバ

イザリー業務の実績を有する事業者 7 社に参

考見積を依頼したが、日本工営都市空間株式会

社を除く、他社からは、現在履行中の発注支援

業務との関連性が非常に強い業務と認識して

おり、松阪市が求める水準の業務ができないと

いう理由で、参考見積の作成も入札参加も対応

不可能との回答があった。 

以上から、当業務は他の業者では履行が困難

であり、現発注支援業務と結びつきが非常に強

い附帯的業務であるため、日本工営都市空間

（株）と随意契約を締結した。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

⑤松阪駅西地区整備事業者募集等支援業務委

託 

 本業務は、松阪駅西地区整備事業 につい

て、基本構想を基に、 過年度に実施した事業
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委員会としての意見 

・随意契約としての要件は充たしており、や
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性は十分検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

者動向調査の結果を踏まえ 、民間事業者を広

く募集する為の募集要項を作成し事業者を選

定するものである。委託事業者の選定には専門

的な知識及び優れた調査・検討能力、業務に対

する実施体制等を考慮する必要がある為、競争

入札には適さないと考えられることから、公募

型プロポーザルを実施した。 

その結果、1者の企画提案がありヒアリング

及び審査委員会を開催した。株式会社建設技術

研究所三重事務所の提案は、特に実施段階にお

いて事業者に対して個別の対話を複数回設け

ている点、行政だけでは対応が難しい会計や法

律の専門的な部分を公認会計士や法律事務所

の参画で補っている点、市民ワークショップで

の意見を反映する点が評価できた。業務工程の

進捗についても、体制が十分確保できることが

確認できたことから、100 点満点中 85 点の評

価を受け、最優秀者に選定した。 

以上のことから、「株式会社建設技術研究所

三重事務所」と随意契約を締結した。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

⑥朝見簡易水道譲渡資産評価業務 

企業会計での資産管理は統合型 GIS システ

ムの管路等のデータとの関連付けにより管理

しており、今回移管される資産については、現

在運用している株式会社パスコ製の資産台帳

に反映させる必要がある。 

これらのシステムは株式会社パスコがシス

テム構築や運用をしており、仮に他の事業者が

当該業務を実施しようとした場合、システム環

境の再構築や登録データの内容精査が必要と

なり、工期と費用が嵩んでしまうことや、入力

データに不具合があった場合などには、決算業

務に多大な支障をきたす。 

以上のことから、現行の資産台帳管理システ

ムを運用する株式会社パスコ三重支店と地方

公営企業法施行令第 21条の 13第 1項第 2号に



12 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

委員会としての意見 

・随意契約としての要件は充たしており、や

むを得ないものと考えるが、契約金額の妥当

性は十分検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

委員会としての意見 

・随意契約としての要件は充たしており、や

むを得ないものと考えるが、契約金額の妥当

性は十分検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より随意契約を行う。     

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

⑦下水道事業（雨水）固定資産評価業務 

 企業会計での資産管理は統合型 GIS システ

ムの管路等のデータとの関連付けにより管理

しており、今回移管される資産については、現

在運用している株式会社パスコ製の資産台帳

に反映させる必要がある。 

これらのシステムは株式会社パスコがシス

テム構築や運用をしており、仮に他の事業者が

当該業務を実施しようとした場合、システム環

境の再構築や登録データの内容精査が必要と

なり、工期と費用が嵩んでしまうことや、入力

データに不具合があった場合などには、決算業

務に多大な支障をきたす。 

以上のことから、現行の資産台帳管理システ

ムを運用する株式会社パスコ三重支店と地方

公営企業法施行令第 21条の 13第 1項第 2号に

より随意契約を行う。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

⑧クラウド型統合型ＧＩＳ（PasCAL for LGWAN）

利用 

Microsoft社による Windows server 2016の

サポートが 2027 年 1 月を以て終了すること、

また SQL server 2016 のサポートが 2026 年 7

月を以て終了することが発表され、従来の Web

方式を利用した統合型 GIS（PasCALWeb）を今

後も使い続けることが困難となった。全庁的に

利用されている統合型 GIS の運用を継続する

ため、令和 7年度に新たにクラウド方式を利用

した PasCALforLGWAN を導入し、令和 8 年度か

ら運用を開始する。 

松阪市クラウド型統合型 GIS の導入は株式

会社パスコ三重支店よるものであることから、

「株式会社パスコ三重支店」と地方自治法施行

令第 167条の 2第 1項第 2号により随意契約を

行う。 
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●その他                    

 令和 7年度の意見具申について 

 今年度審議した内容を踏まえて、令和 7年度

の意見書を取りまとめていく。 

第 1回目の臨時会を令和 8年 4月 24日（金）

15時 00分から開催する。 

 

 


